
 

船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年９月１６日 １６時００分ごろ 

発生場所 山梨県富士河口湖町河口湖うの島北方沖 

勝山四等三角点から真方位３５０°５２０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３０.９′ 東経１３８°４４.６′） 

事故の概要 プレジャーボートＴＲＩＴＯＮ
ト リ ト ン

 １９Ｘ Ｓ
エックスエス

は、漂泊中、また、プ

レジャーボートステールは、北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年９月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート ＴＲＩＴＯＮ １９ＸＳ、１.１トン 

   ２５３－３３５７４山梨、個人所有 

Ｂ プレジャーボート ステール、５トン未満（長さ３.２０ｍ） 

   ２５０－４４４８８岩手、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船外機に破損 

Ｂ 船首外板に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、バスボートと称される主としてブラックバス釣りに使用さ

れる船外機船で、船長Ａが１人で乗り組み、友人１人を乗せ、うの島

北方沖で漂泊し、釣りを行っていた。 

船長Ａは、釣りに意識を向けて漂泊を続けていたところ、Ａ船の船

尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、アルミ製の船外機船で、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者

１人を乗せ、富士河口湖町河口湖大橋付近の釣り場に向け、河口湖南

岸のボートハウスを出航した。 

船長Ｂは、船尾端に腰を掛けて操船に当たり、うの島北西岸に沿

い、約１５ノットの対地速力で北東進し、同島北方沖に向かった。 

船長Ｂは、うの島北方沖に至り、船首甲板に腰を掛けていた同乗者

によって船首方に死角が生じていた状況であったが、同島北方沖は釣

りの自粛区域だったので釣りをしている船舶はいないと思い込み、同

乗者Ｂとの会話に夢中となって同じ針路及び速力で航行していたとこ

ろ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

うの島北方沖は、遊覧船の航路となっており、可航域が狭く、引き



 

 

波を受けたり、衝突したりするおそれがある区域として、漁業協同組

合から釣りの自粛区域として周知されていた。 

分析  Ａ船は、うの島北方沖で漂泊中、船長Ａが、釣りに意識を向けて漂

泊を続けたことから、接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、うの島北方沖を船首方に死角が生じた状況で北東進中、船

長Ｂが、釣りの自粛区域で釣りをしている船舶はいないと思い込み、

同乗者Ｂとの会話に夢中となって航行を続けたことから、船首方で漂

泊中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、うの島北方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が北東進

中、船長Ａが、釣りに意識を向けて漂泊を続け、また、船長Ｂが、釣

りの自粛区域で釣りをしている船舶はいないと思い込み、同乗者Ｂと

の会話に夢中となって航行を続けたため、両船が衝突したものと考え

られる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、常に全周の適切な見張りを行うこと。 

・小型船舶の船長は、船首方に死角が生じている場合、適宜針路を

変更するなどして船首方の死角に他船がいないことを確認するこ

と。 

・小型船舶の船長は、漁業協同組合等によって釣りの自粛区域が示

されている場合には、自粛区域で釣りをしないことが望ましい。 


